
（平成２６年３月２６日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認北海道地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 18 件

厚生年金関係 18 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

厚生年金関係 6 件



 

北海道厚生年金 事案 4896 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間③、④及び⑤に係る標準賞与額については、厚生年金保険

法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならな

い記録とされているが、申立人は、申立期間③、④及び⑤に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記

録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間③、④及び⑤の標

準賞与額に係る記録をそれぞれ 18万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18年８月 31日 

② 平成 18年 12月 31日 

③ 平成 19年８月 31日 

④ 平成 19年 12月 31日 

⑤ 平成 20年８月 31日 

Ａ社から申立期間に支給された賞与について、同社からの健康保険厚生年

金保険被保険者賞与支払届（以下「賞与支払届」という。）の提出が遅れた

ため、年金給付額に反映されない記録となっている。 

申立期間の標準賞与額について、年金給付額に反映されるよう記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間③、④及び⑤について、Ａ社から提出された賃金台帳（写し）に

より、申立人は、同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ



 

る厚生年金保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の

範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、申立期間③、④及び⑤に係る標準賞与額については、賃金台

帳（写し）において確認できる賞与額から、それぞれ 18万 6,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立

期間③、④及び⑤に係る賞与支払届を提出していることから、社会保険事務

所（当時）は、申立人に係る当該期間の標準賞与額に基づく当該保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

２ 申立期間①及び②について、Ａ社は、上記１と同様に、申立人の当該期間

に係る賞与支払届を、保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に年金

事務所に提出しており、オンライン記録によると、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により記録訂正は行われたが、申立人の当該期間に係る標準賞与

額は、年金額の計算の基礎とならない記録とされている。 

また、Ａ社から提出された賃金台帳（写し）により、申立人は、申立期間

①及び②において、同社から賞与の支払を受けていることが認められる。 

しかしながら、特例法に基づく標準賞与額の記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が申立人の賞与から厚生年金保険料を源泉控除していた

事実が認められる場合とされているところ、上記賃金台帳（写し）によると、

申立人の申立期間①及び②の賞与から同保険料は控除されていないことが

確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間①及び②についてその主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4897 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を６万 4,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の当該標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 15年７月 23日 

年金記録によると、Ａ社から支給された平成 15 年７月の賞与の記録が無

いので、正しい年金記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

金融機関から提出された申立人に係る普通預金元帳の写し並びに申立人及

び税務署から提出された平成 15 年分の所得税の確定申告書の写しに記載され

ている社会保険料等の控除額から判断すると、申立人は、申立期間において、

Ａ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、上記普通預金元帳の

写しに記載されている賞与振込額を基に算出した賞与額及び上記確定申告書

の写しに記載されている社会保険料等の控除額から、６万 4,000円とすること

が妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、当該事業所は、平成 20年 11 月 20日に厚生年金保険の適用事

業所でなくなっている上、商業・法人登記簿謄本によると、21 年９月＊日に

破産手続を終結していることから、当時の代表取締役５人及び破産管財人の計

６人に照会したが、回答を得られた者は、いずれも「申立期間における賞与の

支払に係る資料を保管しておらず、詳細は不明である。」と回答しており、こ

のほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかで



 

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4898 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15

年７月 23日は 25万円、同年 12月３日は 10万円、16年７月 26日は 15万円、

同年 12 月７日は 18 万 7,000 円、17 年７月７日は 18 万 1,000 円、18 年７月

31日は 17万 3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の当該標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月 23日 

② 平成 15年 12月３日 

③ 平成 16年７月 26日 

④ 平成 16年 12月７日 

⑤ 平成 17年７月７日 

⑥ 平成 18年７月 31日 

年金記録によると、Ａ社から支給された賞与について、申立期間①から⑥

までの記録が無いので、全ての申立期間について、正しい年金記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間⑤及び⑥について、金融機関から提出された申立人に係る預金口座

元帳の写し並びにＢ市から提出された申立人に係る平成17年分及び18年分の

給与所得の源泉徴収票の写しに記載されている社会保険料等の控除額から判

断すると、申立人は、Ａ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の両申立期間に係る標準賞与額については、上記預金口座元帳

の写しに記載されている賞与振込額を基に算出した賞与額及び上記源泉徴収

票の写しに記載されている社会保険料等の控除額から、平成 17 年７月７日は



 

18万 1,000円、18年７月 31日は 17万 3,000円とすることが妥当である。 

申立期間①から④までについて、金融機関から提出された申立人に係る預金

口座元帳の写しにより、申立人は、Ａ社から賞与の支払を受けていたことが確

認できる。 

また、申立人と同じ正社員であった複数の同僚から提出された平成 15 年及

び 16 年に係る賞与支給明細書により、これら同僚は、申立人と同日に賞与の

支払を受け、当該賞与から厚生年金保険料を事業主により控除されていたこと

が確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申立人

は、各申立期間において、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたものと認められる。 

また、申立人の各申立期間に係る標準賞与額については、上記預金口座元帳

の写しに記載されている賞与支払額を基に算出した賞与額及び厚生年金保険

料控除額から、平成 15年７月 23日は 25万円、同年 12月３日は 10万円、16

年７月 26日は 15万円、同年 12月７日は 18万 7,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人の各申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、当該事業所は、平成 20年 11月 20日に厚生年金保険の適用

事業所でなくなっている上、商業・法人登記簿謄本によると、21 年９月＊日

に破産手続を終結していることから、当時の代表取締役５人及び破産管財人の

計６人に照会したが、回答を得られた者は、いずれも「各申立期間における賞

与の支払に係る資料を保管しておらず、詳細は不明である。」と回答しており、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4899 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15

年７月 23日は 13万 7,000円、同年 12月３日は 20万円、16年７月 26日は 12

万円、同年 12 月７日は 19 万 2,000 円、18 年７月 31 日は 18 万 9,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の当該標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月 23日 

② 平成 15年 12月３日 

③ 平成 16年７月 26日 

④ 平成 16年 12月７日 

⑤ 平成 18年７月 31日 

年金記録によると、Ａ社から支給された賞与について、申立期間①から⑤

までの賞与の記録が無いので、全ての申立期間について、正しい年金記録に

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された預金通帳の写し並びにＢ市から提出された申立人に

係る平成 16年度及び 17年度の給与支払報告書の写し及び平成 18年分給与所

得の源泉徴収票の写しに記載されている社会保険料等の控除額から判断する

と、申立人は、申立期間①から⑤までにおいて、Ａ社から賞与の支払を受け、

当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立人の各申立期間に係る標準賞与額については、上記預金通帳の写

しに記載されている賞与振込額を基に算出した賞与額及び上記源泉徴収票等

の写しに記載されている社会保険料等の控除額から、平成 15 年７月 23 日は



 

13万 7,000円、同年 12月３日は 20万円、16年７月 26日は 12万円、同年 12

月７日は 19万 2,000円、18年７月 31日は 18万 9,000円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人の各申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、当該事業所は、平成 20年 11月 20日に厚生年金保険の適用

事業所でなくなっている上、商業・法人登記簿謄本によると、21 年９月＊日

に破産手続を終結していることから、当時の代表取締役５人及び破産管財人の

計６人に照会したが、回答を得られた者は、いずれも「各申立期間における賞

与の支払に係る資料を保管しておらず、詳細は不明である。」と回答しており、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4900 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を７万 7,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の当該標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 15年７月 23日 

年金記録によると、Ａ社から支給された平成 15 年７月の賞与の記録が無

いので、正しい年金記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

金融機関から提出された申立人に係る普通預金元帳の写しにより、申立人は、

申立期間において、Ａ社から賞与の支払を受けていたことが確認できる。 

また、申立人と同じ正社員であった複数の同僚から提出された申立期間に係

る賞与支給明細書により、これら同僚は、申立人と同日に賞与の支払を受け、

当該賞与から厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが確認でき

る。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申立人

は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たものと認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、上記普通預金元帳の

写しに記載されている賞与振込額を基に算出した賞与額及び厚生年金保険料

控除額から、７万 7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、当該事業所は、平成 20年 11 月 20日に厚生年金保険の適用事

業所でなくなっている上、商業・法人登記簿謄本によると、21 年９月＊日に

破産手続を終結していることから、当時の代表取締役５人及び破産管財人の計



 

６人に照会したが、回答を得られた者は、いずれも「申立期間における賞与の

支払に係る資料を保管しておらず、詳細は不明である。」と回答しており、こ

のほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4901 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 15 万円と

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の当該標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 15年７月 23日 

年金記録によると、Ａ社から支給された平成 15 年７月の賞与の記録が無

いので、正しい年金記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

金融機関から提出された申立人に係る普通預金元帳の写し及び申立人から

提出された平成 16 年度市民税・県民税の納税通知書の写しに記載されている

社会保険料等の控除額から判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社か

ら賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、上記普通預金元帳の

写しに記載されている賞与支払額を基に算出した賞与額及び上記納税通知書

の写しに記載されている社会保険料等の控除額から、15 万円とすることが妥

当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、当該事業所は、平成 20年 11 月 20日に厚生年金保険の適用事

業所でなくなっている上、商業・法人登記簿謄本によると、21 年９月＊日に

破産手続を終結していることから、当時の代表取締役５人及び破産管財人の計

６人に照会したが、回答を得られた者は、いずれも「申立期間における賞与の

支払に係る資料を保管しておらず、詳細は不明である。」と回答しており、こ

のほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかで



 

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4902 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15

年７月 23 日は２万円、同年 12 月３日は３万円、16 年７月 26 日は 12 万円と

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の当該標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月 23日 

② 平成 15年 12月３日 

③ 平成 16年７月 26日 

年金記録によると、Ａ社から支給された賞与について、申立期間①から③

までの記録が無いので、全ての申立期間について、正しい年金記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

金融機関から提出された申立人に係る普通預金元帳の写しにより、申立人は、

申立期間①から③までにおいて、Ａ社から賞与の支払を受けていたことが確認

できる。 

また、申立人と同じ正社員であった複数の同僚から提出された平成 15 年及

び 16 年に係る賞与支給明細書により、これら同僚は、申立人と同日に賞与の

支払を受け、当該賞与から厚生年金保険料を事業主により控除されていたこと

が確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申立人

は、各申立期間において、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたものと認められる。 

また、申立人の各申立期間に係る標準賞与額については、上記普通預金元帳

の写しに記載されている賞与振込額を基に算出した賞与額及び厚生年金保険



 

料控除額から、平成 15年７月 23日は２万円、同年 12月３日は３万円、16年

７月 26日は 12万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の各申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、当該事業所は、平成 20年 11月 20日に厚生年金保険の適用

事業所でなくなっている上、商業・法人登記簿謄本によると、21 年９月＊日

に破産手続を終結していることから、当時の代表取締役５人及び破産管財人の

計６人に照会したが、回答を得られた者は、いずれも「各申立期間における賞

与の支払に係る資料を保管しておらず、詳細は不明である。」と回答しており、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4903 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15

年７月 23日は 10万円、同年 12月３日は８万円、16年７月 26日は 11万円と

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の当該標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月 23日 

② 平成 15年 12月３日 

③ 平成 16年７月 26日 

年金記録によると、Ａ社から支給された賞与について、申立期間①から③

までの記録が無いので、全ての申立期間について、正しい年金記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、申立人から提出された預金通帳の写し並びに税務署か

ら提出された申立人に係る平成 16 年分の確定申告書の写し及び給与所得の源

泉徴収票の写しに記載されている社会保険料等の控除額から判断すると、申立

人は、当該期間において、Ａ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の当該期間に係る標準賞与額については、上記預金通帳の写し

に記載されている賞与振込額を基に算出した賞与額及び上記源泉徴収票等の

写しに記載されている社会保険料等の控除額から、11 万円とすることが妥当

である。 

申立期間①及び②について、申立人から提出された預金通帳の写しにより、

申立人は、Ａ社から賞与の支払を受けていたことが確認できる。 

また、申立人と同じ正社員であった複数の同僚から提出された平成 15 年に



 

係る賞与支給明細書により、これら同僚は、申立人と同日に賞与の支払を受け、

当該賞与から厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが確認でき

る。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申立人

は、両申立期間において、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたものと認められる。 

また、当該期間に係る標準賞与額については、上記預金通帳の写しに記載さ

れている賞与振込額を基に算出した賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平

成15年７月23日は10万円、同年12月３日は８万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の各申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、当該事業所は、平成 20年 11月 20日に厚生年金保険の適用

事業所でなくなっている上、商業・法人登記簿謄本によると、21 年９月＊日

に破産手続を終結していることから、当時の代表取締役５人及び破産管財人の

計６人に照会したが、回答を得られた者は、いずれも「各申立期間における賞

与の支払に係る資料を保管しておらず、詳細は不明である。」と回答しており、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4904 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められることから、申立期間①の標準賞与額に係る記録を８万円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①の当該標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月 23日 

② 平成 15年 12月 

③ 平成 16年７月 

④ 平成 16年 12月 

⑤ 平成 17年７月 

⑥ 平成 18年７月 

年金記録によると、Ａ社から支給された賞与について、申立期間①から⑥

までの記録が無いので、全ての申立期間について、正しい年金記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、金融機関から提出された申立人に係る平成 15 年４

月から 18年 12月までの普通預金元帳の写しにより、申立人は、Ａ社から賞

与の支払を受けていたことが確認できる。 

また、申立人と同じ正社員であった複数の同僚から提出された平成 15 年

に係る賞与支給明細書により、これら同僚は、申立人と同日に賞与の支払を

受け、当該賞与から厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが確

認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間①において、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ



 

れていたものと認められる。 

また、申立人の申立期間①に係る標準賞与額については、上記普通預金元

帳の写しに記載されている賞与支払額を基に算出した賞与額及び厚生年金

保険料控除額から、８万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、当該事業所は、平成 20 年 11月 20日に厚生年金保険の

適用事業所でなくなっている上、商業・法人登記簿謄本によると、21 年９

月＊日に破産手続を終結していることから、当時の代表取締役５人及び破産

管財人の計６人に照会したが、回答を得られた者は、いずれも「申立期間①

における賞与の支払に係る資料を保管しておらず、詳細は不明である。」と

回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当

たらないことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間②から⑥までについて、申立人は、「当時、給与及び賞与は本社

から銀行振込により支給されており、現金で賞与が支給されることは無かっ

たと思う。」と述べているところ、上記普通預金元帳の写しによると、当該

事業所から申立人に月々の給与が振り込まれていることは確認できるもの

の、各申立期間において、賞与が振り込まれていた形跡は無い。 

また、申立期間⑤及び⑥について、申立人から提出された平成 17 年分の

源泉徴収票の写し及びＢ市から提出された 18 年分の源泉徴収票の写しから

確認できる社会保険料等の控除額は、オンライン記録による標準報酬月額を

基に推計した社会保険料額の合計額とおおむね一致することから、両申立期

間において賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されてい

たとは考え難い。 

さらに、上述のとおり、当時の代表取締役及び破産管財人に照会したが、

回答を得られた者は、いずれも「申立期間②から⑥までにおける賞与の支払

に係る資料を保管しておらず、詳細は不明である。」と回答している。 

加えて、当時、Ａ社本社で給与事務を担当していたとされる者に照会した

ものの、回答が得られないことから、申立期間②から⑥までにおいて、申立

人に対し賞与が支給され、厚生年金保険料が控除されていたことを確認する

ことができない。 

このほか、申立人の申立期間②から⑥までに係る厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間②から⑥までについて、その主張する標準賞与額に基づく厚



 

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4905 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資

格喪失日に係る記録を昭和 37年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を１万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 37年 11月 30日から同年 12月１日まで 

申立期間は、Ａ社本社から同社Ｂ工場へ異動した時期であるが、厚生年金

保険の加入記録が確認できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立期間に係る所得税源泉徴収簿兼賃金台帳及び事業

主の回答から判断すると、申立人は、申立期間において、同社に継続して勤務

し（昭和 37年 12月１日にＡ社本社から同社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記所得税源泉徴収簿兼賃金台

帳により確認できる厚生年金保険料控除額及び申立人に係るＡ社における昭

和 37年 10月の社会保険事務所(当時)の記録から、１万 6,000円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、同保険料を納付したか否か不明であるとしているが、Ａ社から

提出された厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書により、事業主は、申立

人の資格喪失日を昭和 37年 11月 30日として届け出たことが確認できること

から、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 11 月の同保険料につ

いて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、



 

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4906 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資

格喪失日に係る記録を昭和 57 年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 12万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57年１月 31日から同年２月１日まで 

申立期間は、Ａ社から同社Ｂ本社へ異動した時期であるが、厚生年金保険

の加入記録が確認できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、申立人から提出された在社履歴及び複数の同僚の

供述から判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社に継続して勤務し（昭

和 57年２月１日にＡ社から同社Ｂ本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 56

年 12月の社会保険事務所（当時）の記録から、12万 6,000円とすることが妥

当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、商業・法人登記簿謄本により、Ａ社は平成 13年 11月＊日に破

産廃止決定されていることが確認できる上、破産当時の事業主は、資料が無い

ため不明としているが、事業主が厚生年金保険被保険者資格喪失日を昭和 57

年２月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを誤って同年１

月 31 日と記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日とし

て届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年１月の厚生年金保険料



 

について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場

合を含む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4907 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資

格喪失日に係る記録を昭和 57 年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 15万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年１月 31日から同年２月１日まで 

申立期間は、Ａ社から同社Ｂ本社へ異動した時期であるが、厚生年金保険

の加入記録が確認できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び複数の同僚の供述から判断すると、申立人は、

申立期間において、Ａ社に継続して勤務し（昭和 57 年２月１日にＡ社から同

社Ｂ本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 56

年 12月の社会保険事務所（当時）の記録から、15万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、商業・法人登記簿謄本により、Ａ社は平成 13年 11月＊日に破

産廃止決定されていることが確認できる上、破産当時の事業主は、資料が無い

ため不明としているが、事業主が厚生年金保険被保険者資格喪失日を昭和 57

年２月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを誤って同年１



 

月 31 日と記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日とし

て届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年１月の厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場

合を含む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4908 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本店（現在は、Ｂ社）における厚

生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を昭和 46 年９月１日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を３万 9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年８月１日から同年９月１日まで 

Ｂ社（厚生年金保険の適用事業所名はＡ社本店）に採用され、同社の子会

社であるＣ社Ｄ工場で勤務したが、申立期間について、厚生年金保険の加入

記録が確認できない。 

途中で退職することなく継続して勤務していたので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＢ社へ入社するに至った経緯及び勤務状況に関する具体的な供述

並びに複数の同僚の供述から判断すると、申立人は、申立期間において、Ｃ社

Ｄ工場に継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社本店及びＣ社Ｄ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に

より、申立人と同様、昭和 46 年８月１日にＡ社本店において厚生年金保険の

被保険者資格を喪失し、同年９月１日にＣ社Ｄ工場において同保険の被保険者

資格を取得していることが確認できた 32 人のうち、生存及び所在が確認でき

た 19人に照会したところ、回答を得られた 14人は、「Ｂ社に採用され、Ｃ社

Ｄ工場には、申立期間以前から継続して勤務していた。給与はＢ社から支給さ

れ、厚生年金保険料も控除されていたと思う。」と供述している。 

さらに、上記同僚 14 人のうち２人から提出された給与明細書によると、昭

和 46 年８月の厚生年金保険料をＢ社の事業主により給与から控除されていた



 

ことが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料をＢ社の事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における昭和

46 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 9,000 円とすることが

妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は当時の資料が無いため不明であると回答しており、こ

のほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4909 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本店（現在は、Ｂ社）における厚

生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を昭和 46 年９月１日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を５万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年８月１日から同年９月１日まで 

Ｂ社（厚生年金保険の適用事業所名はＡ社本店）に採用され、同社の子会

社であるＣ社Ｄ工場で勤務したが、申立期間について、厚生年金保険の加入

記録が確認できない。 

途中で退職することなく継続して勤務していたので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ｂ社の回答及び複数の同僚の供述から判断すると、

申立人は、申立期間において、Ｃ社Ｄ工場に継続して勤務していたことが認め

られる。 

また、Ａ社本店及びＣ社Ｄ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に

より、申立人と同様、昭和 46 年８月１日にＡ社本店において厚生年金保険の

被保険者資格を喪失し、同年９月１日にＣ社Ｄ工場において同保険の被保険者

資格を取得していることが確認できた 32 人のうち、生存及び所在が確認でき

た 19人に照会したところ、回答を得られた 14人は、「Ｂ社に採用され、Ｃ社

Ｄ工場には、申立期間以前から継続して勤務していた。給与はＢ社から支給さ

れ、厚生年金保険料も控除されていたと思う。」と供述している。 

さらに、上記同僚 14 人のうち２人から提出された給与明細書によると、昭

和 46 年８月の厚生年金保険料をＢ社の事業主により給与から控除されていた



 

ことが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料をＢ社の事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における昭和

46 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、５万 6,000 円とすることが

妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は当時の資料が無いため不明であると回答しており、こ

のほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4910 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本店（現在は、Ｂ社）における厚

生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を昭和 46 年９月１日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を４万 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年８月１日から同年９月１日まで 

Ｂ社（厚生年金保険の適用事業所名はＡ社本店）に採用され、同社の子会

社であるＣ社Ｄ工場で勤務したが、申立期間について、厚生年金保険の加入

記録が確認できない。 

途中で退職することなく継続して勤務していたので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び複数の同僚の供述から判断すると、申立人は、

申立期間において、Ｃ社Ｄ工場に継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社本店及びＣ社Ｄ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に

より、申立人と同様、昭和 46 年８月１日にＡ社本店において厚生年金保険の

被保険者資格を喪失し、同年９月１日にＣ社Ｄ工場において同保険の被保険者

資格を取得していることが確認できた 32 人のうち、生存及び所在が確認でき

た 19人に照会したところ、回答を得られた 14人は、「Ｂ社に採用され、Ｃ社

Ｄ工場には、申立期間以前から継続して勤務していた。給与はＢ社から支給さ

れ、厚生年金保険料も控除されていたと思う。」と供述している。 

さらに、上記同僚 14 人のうち２人から提出された給与明細書によると、昭

和 46 年８月の厚生年金保険料をＢ社の事業主により給与から控除されていた

ことが確認できる。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料をＢ社の事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における昭和

46 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万 5,000 円とすることが

妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は当時の資料が無いため不明であると回答しており、こ

のほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4911 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本店（現在は、Ｂ社）における厚

生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を昭和 46 年９月１日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年８月１日から同年９月１日まで 

Ｂ社（厚生年金保険の適用事業所名はＡ社本店）に採用され、同社の子会

社であるＣ社Ｄ工場で勤務したが、申立期間について、厚生年金保険の加入

記録が確認できない。 

途中で退職することなく継続して勤務していたので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＢ社へ入社するに至った経緯及び勤務状況に関する具体的な供述

並びに複数の同僚の供述から判断すると、申立人は、申立期間において、Ｃ社

Ｄ工場に継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社本店及びＣ社Ｄ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に

より、申立人と同様、昭和 46 年８月１日にＡ社本店において厚生年金保険の

被保険者資格を喪失し、同年９月１日にＣ社Ｄ工場において同保険の被保険者

資格を取得していることが確認できた 32 人のうち、生存及び所在が確認でき

た 19人に照会したところ、回答を得られた 14人は、「Ｂ社に採用され、Ｃ社

Ｄ工場には、申立期間以前から継続して勤務していた。給与はＢ社から支給さ

れ、厚生年金保険料も控除されていたと思う。」と供述している。 

さらに、上記同僚 14 人のうち２人から提出された給与明細書によると、昭

和 46 年８月の厚生年金保険料をＢ社の事業主により給与から控除されていた



 

ことが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料をＢ社の事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における昭和

46 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000 円とすることが

妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は当時の資料が無いため不明であると回答しており、こ

のほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4912 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本店（現在は、Ｂ社）における厚

生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を昭和 46 年９月１日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を８万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年８月１日から同年９月１日まで 

Ｂ社（厚生年金保険の適用事業所名はＡ社本店）に採用され、同社の子会

社であるＣ社Ｄ工場で勤務したが、申立期間について、厚生年金保険の加入

記録が確認できない。 

途中で退職することなく継続して勤務していたので、申立期間について、

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ｂ社の回答及び複数の同僚の供述から判断すると、

申立人は、申立期間において、Ｃ社Ｄ工場に継続して勤務していたことが認め

られる。 

また、Ａ社本店及びＣ社Ｄ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に

より、申立人と同様、昭和 46 年８月１日にＡ社本店において厚生年金保険の

被保険者資格を喪失し、同年９月１日にＣ社Ｄ工場において同保険の被保険者

資格を取得していることが確認できた 32 人のうち、生存及び所在が確認でき

た 19人に照会したところ、回答を得られた 14人は、「Ｂ社に採用され、Ｃ社

Ｄ工場には、申立期間以前から継続して勤務していた。給与はＢ社から支給さ

れ、厚生年金保険料も控除されていたと思う。」と供述している。 

さらに、上記同僚 14 人のうち２人から提出された給与明細書によると、昭

和 46 年８月の厚生年金保険料をＢ社の事業主により給与から控除されていた



 

ことが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料をＢ社の事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における昭和

46 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、８万 6,000 円とすることが

妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は当時の資料が無いため不明であると回答しており、こ

のほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4913 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資

格喪失日に係る記録を平成８年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

17万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年３月 31日から同年４月１日まで 

申立期間は、Ａ社から同社の関連会社であるＢ社に異動した時期であり、

その前後の期間を通して継続して勤務していたが、厚生年金保険の加入記録

が確認できない。 

厚生年金保険料の控除を確認できる給与明細書等の資料は無いが、申立期

間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の回答及び申立期間当時、同社で給与関係事務を担当していた者の供述

から判断すると、申立人は、申立期間において同社及び関連会社であるＢ社に

継続して勤務し(平成８年４月１日にＡ社からＢ社に異動)、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成８年

２月の社会保険事務所（当時）の記録から、17万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格喪

失日を誤って届け出たと認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係

る平成８年３月の同保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場

合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4914 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年 12月 

           ② 平成 17年７月 

           ③ 平成 18年７月 

年金記録によると、Ａ社から支給された賞与について、申立期間①から③

までの記録が無いので、全ての申立期間について、正しい年金記録に訂正し

てほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述から、Ａ社では、申立期間当時、給与及び賞与は銀行振込

により支給されており、現金で支給されることは無かったとしているところ、

金融機関から提出された申立人に係る平成16年８月から19年１月までの預金

元帳の写しによると、同社から申立人に月々の給与が振り込まれていたことは

確認できるものの、各申立期間において、賞与が振り込まれていた形跡は無い。 

また、申立期間③について、Ｂ市から提出された申立人に係る平成 18 年分

の住民税課税基礎資料から確認できる社会保険料額は、オンライン記録による

標準報酬月額を基に推計した社会保険料額の合計額とおおむね一致すること

から、同年において賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除さ

れていたとは考え難い。 

さらに、オンライン記録によると、当該事業所は、平成 20年 11 月 20日に

厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、商業・法人登記簿謄本による

と、21 年９月＊日に破産手続を終結していることから、当時の代表取締役５

人及び破産管財人の計６人に照会したが、回答を得られた者は、いずれも「各

申立期間における賞与の支払に係る資料を保管しておらず、詳細は不明であ

る。」と回答している。 



 

加えて、当時、Ａ社本社で給与事務を担当していたとされる者に照会したも

のの、回答が得られないことから、各申立期間において、申立人に対し賞与が

支給され、厚生年金保険料が控除されていたことを確認することができない。 

このほか、申立人の各申立期間に係る申立内容について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が各申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4915 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月 

           ② 平成 15年 12月 

           ③ 平成 16年７月 

年金記録によると、Ａ社から支給された賞与について、申立期間①から③

までの記録が無いので、全ての申立期間について、正しい年金記録に訂正し

てほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述から、Ａ社では、申立期間当時、給与及び賞与は銀行振込

により支給されており、現金で支給されることは無かったとしているところ、

金融機関から提出された申立人に係る平成15年７月から16年７月までの普通

預金元帳の写しによると、同社から申立人に月々の給与が振り込まれていたこ

とは確認できるものの、各申立期間において、賞与が振り込まれていた形跡は

無い。 

また、オンライン記録によると、当該事業所は、平成 20年 11月 20日に厚

生年金保険の適用事業所でなくなっている上、商業・法人登記簿謄本によると、

21 年９月＊日に破産手続を終結していることから、当時の代表取締役５人及

び破産管財人の計６人に照会したが、回答を得られた者は、いずれも「各申立

期間における賞与の支払に係る資料を保管しておらず、詳細は不明である。」

と回答している。 

さらに、当時、Ａ社本社で給与事務を担当していたとされる者に照会したも

のの、回答が得られないことから、各申立期間において、申立人に対し賞与が

支給され、厚生年金保険料が控除されていたことを確認することができない。 

このほか、申立人の各申立期間に係る申立内容について確認できる関連資料



 

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が各申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4916 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 平成 17年 7月 

           ② 平成 17年 12月 

 年金記録によると、Ａ社から支給された賞与について、申立期間①及び②の

記録が無いので、両申立期間について、正しい年金記録に訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述から、Ａ社では、申立期間当時、給与及び賞与は銀行振込

により支給されており、現金で支給されることは無かったとしているところ、

金融機関から提出された申立人に係る平成 15年４月から 18年 12 月までの普

通預金元帳の写しによると、同社から申立人に月々の給与が振り込まれていた

ことは確認できるものの、両申立期間において、賞与が振り込まれていた形跡

は無い。 

また、オンライン記録によると、当該事業所は、平成 20年 11月 20日に厚

生年金保険の適用事業所でなくなっている上、商業・法人登記簿謄本によると、

21 年９月＊日に破産手続を終結していることから、当時の代表取締役５人及

び破産管財人の計６人に照会したが、回答を得られた者は、いずれも「両申立

期間における賞与の支払に係る資料を保管しておらず、詳細は不明である。」

と回答している。 

さらに、当時、Ａ社本社で給与事務を担当していたとされる者に照会したも

のの、回答が得られないことから、両申立期間において、申立人に対し賞与が

支給され、厚生年金保険料が控除されていたことを確認することができない。 

このほか、申立人の両申立期間に係る申立内容について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立



 

人が両申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4917 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年７月 

           ② 平成 15年 12月 

           ③ 平成 16年７月 

           ④ 平成 16年 12月 

           ⑤ 平成 17年７月 

           ⑥ 平成 18年７月 

年金記録によると、Ａ社から支給された賞与について、申立期間①から⑥

までの記録が無いので、全ての申立期間について、正しい年金記録に訂正し

てほしい。 

  

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述から、Ａ社では、申立期間当時、給与及び賞与は銀行振込

により支給されており、現金で支給されることは無かったとしているところ、

金融機関から提出された申立人に係る平成15年４月から18年９月までの普通

預金口座別残高表の写しによると、同社から申立人に月々の給与が振り込まれ

ていたことは確認できるものの、各申立期間において、賞与が振り込まれてい

た形跡は無い。 

また、申立期間⑤について、Ｂ市から提出された申立人に係る平成 17 年分

の源泉徴収票の写しから確認できる社会保険料等の金額は、オンライン記録に

よる標準報酬月額を基に推計した社会保険料額の合計額とおおむね一致する

ことから、当該期間において賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保険料

が控除されていたとは考え難い。 

さらに、オンライン記録によると、当該事業所は、平成 20年 11 月 20日に

厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、商業・法人登記簿謄本による



 

と、21 年９月＊日に破産手続を終結していることから、当時の代表取締役５

人及び破産管財人の計６人に照会したが、回答を得られた者は、いずれも「各

申立期間における賞与の支払に係る資料を保管しておらず、詳細は不明であ

る。」と回答している。 

加えて、当時、Ａ社本社で給与事務を担当していたとされる者に照会したも

のの、回答が得られないことから、各申立期間において、申立人に対し賞与が

支給され、厚生年金保険料が控除されていたことを確認することができない。 

このほか、申立人の各申立期間に係る申立内容について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が各申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4918（事案 101の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 34年３月１日から同年９月１日まで 

私は、昭和 34 年２月にＡ社を退職し、同年３月から同年８月末までＢ社

に勤務した。厚生年金保険料が給与から控除されていた記憶があるので、厚

生年金保険被保険者として認めてほしいと、年金記録の訂正を第三者委員会

に申し立てたものの、認められなかった。 

当時の同僚で証言してくれる者の名前を挙げるので、再度調査し、申立期

間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、当時の同僚の証言及び申立人の申立内容

から、申立人が申立期間においてＢ社に勤務していたことは認められるものの、

ⅰ）申立人が勤務していたとする事業所は現存しているが、当該事業所では申

立人の勤務記録について、保存期間の経過により廃棄しているため勤務期間に

ついて確認ができないこと、ⅱ）当時の同僚の証言及び申立人の申立内容から

は、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実まで

は確認できず、給与明細書等の関連資料は無いこと、ⅲ）当該事業所に係る厚

生年金保険被保険者名簿には申立人の名前が記載されておらず、整理番号の欠

番も見られない上、同名簿の記載内容も格別不自然さは見られないこと等を理

由として、既に当委員会の決定に基づき平成 20 年７月１日付けで年金記録の

訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、申立内容について証言してくれる者と

して当時の同僚一人の名前を挙げているが、当該同僚については、当初の申立

てにおいて照会し、回答が得られており、再度、同人に照会したものの、「申

立人のことは知っているが、申立人は季節労働者等の短期雇用者だったと思う。



 

当時は短期雇用者が多数おり、申立人は、社会保険には加入していなかった。」

と供述しており、申立人の申立期間における厚生年金保険の適用及び同保険料

控除をうかがわせる供述は得られなかった。 

そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4919 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 12年３月 31日から同年４月１日まで 

平成 10年 11月１日から 12年３月 31日までＡ大学（現在は、Ｂ大学）に

継続して勤務していたが、年金記録によると、申立期間の厚生年金保険の加

入記録が確認できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ大学から提出された申立人に係る人事記録によると、申立人は、平成 12

年３月 30日に退職していることが確認できる。 

また、当該事業所から提出された申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険

者資格喪失確認通知書によると、当該事業所は、申立人について、平成 12 年

３月 31 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務

所（当時）に行ったことが確認できるとともに、当該事業所は、「退職日の翌

日である平成 12年３月 31日を資格喪失日として届け出ているため、申立人の

給与から同年３月分の厚生年金保険料は控除していない。」と回答している。 

さらに、申立人が保管する平成 12 年３月分の日々雇い入れられる職員等基

準給与簿によると、申立人が同年同月分の給与から控除されていたのは、所得

税のみであり、厚生年金保険料は控除されていなかったことが確認できる。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 




